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例会日：毎週木曜日 18時 30分  例会場：関観光ホテル 住所：岐阜県関市池尻 91-2 

事務局：岐阜県関市下有知 1655-1山田ビル 1階Ｄ室  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 
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本日のプログラム 第 2050 回例会 2021年 11 月 7 日（日）集合 8時 30 分 

「森林整備例会」 ／ 担当 環境保全・インターアクト委員会 

 

 

 

 

 

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

＊会長あいさつ 土屋敏幸会長 

 本日も先週に引き続き、大先輩

である西田健一さんの会員卓話

で、テーマ「クラブ定款と内定式

挨拶」です。今回もしっかりと拝

聴させて頂きますので宜しくお願いします。 

 私は西田さんとは不思議な縁を感じています。1

番最初にお会いしたのが、地元の就職活動で訪問し

た会社の面接担当でいらっしゃいました。緊張して

いた私をリラックスさせて頂いた記憶があります。

2回目は宅地建物取引業協会関支部（現在は中濃支

部）の懇親会で、私が 20代後半だったと思いま

す。このころの私はまだ失敗が少なかったのか、西

田さんの前では過ちをおかした記憶がございませ

ん。記憶がないだけかもしれませんが。ロータリー

で 3回目にお会いした時は本当にビックリしまし

た。これからも宜しくお願いします。 

 さて、10月 17日日曜日にロータリー財団のオン

ライン（ZOOM）研修がありました。入室してしばら

くすると、藤村さんから電話があり、関中央ＲＣの

名前で入室しなさいと注意され、やり方も教えて頂

きました。ありがとうございました。今回のセミナ

ー講演者は関博子さんという方で、第 2750地区東

京米山友愛ロータリークラブ所属です。講演内容は

ロータリーカード推進でした。ロータリーカードは

2000年 9月に個人カードが米国で誕生し、2003年 2

月に日本でも誕生しました。その後、2013年 7月に

法人カードが、2016年 2月にはクラブカードが、

2017年 3月には個人の高額決済カードが次々と誕生

しております。過去 5ケ年度の利用総額の年平均が

約 19億円、これに基づくポリオ根絶への活動資金

総額の年平均が 1100万円あるとのことです。最後

に「ロータリーカードを作って使って奉仕活動に役

立てましょう！」で締められました。クラブカード

については、年会費無料、クラブ経費の透明化、ポ

リオ根絶貢献とあるので、考える余地があるのかも
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しれませんね。 

 補助金管理セミナーにおいては、補助金概要、地

区補助金、グローバル補助金、ＶＴＴ奨学金、学友

の説明が各委員会からありました。今日はこれまで

とさせて頂きます。 

＊会員卓話 西田 健一会員 

テーマ「クラブ定款と内定式挨拶」 

今日は私たち青少年育成委員会の

担当卓話ということで、昨年コロナ

の関係等で例会の休会等が続き中途

半端になっていた関中央クラブの定款並びに、細

則、内規、ロータリー財団に関する規約等の朗読に

ついて考えてみました。全条文を朗読するには時間

が足りませんので、条文の見出しのみを紹介しま

す。少しでも関心のある方は、各自で読んでみて下

さい。また、定款というものは会社の設立時に登記

してありまして、どこの会社にも定めてあるもので

す。一度自分の会社の定款を確認されるとよいでし

ょう。また、10月 1日弊社で内定式を行いました

が、そこで私が 10分くらい話したことを紹介して

私の任を果たさせていただきます。 

それでは、関中央クラブの定款から始めます。 

関中央クラブ定款 

第 1条 用語の定義 

理事会、細則、理事、会員 RI、年度等について

定義してあります。 

第 2条 名称 

関中央ロータリークラブ 

第 3条 クラブの目的 

「ロータリーの目的」の達成を目指す 

第 4条クラブの所在地 

第 5条 目的 

意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励しこ

れを育むことにある。 

第 6条 五大奉仕部門 

ロータリーの五大奉仕部門は、ロータリークラブ

の活動の哲学的及び実際的な基準である。 

第 7条 例会と出席に関する規定の例外 

第 8条 会合 

例会 

年次総会 

理事会 

第 9条 会員身分に関する規定の例外 

第 10条 会員の身分 

正会員、二重会員の禁止、名誉会員および公職に

ついている人の規定 

第 11条 職業分類 

第 12条 出席 

第 13条 理事役員及び委員会 

クラブの管理主体は理事会 

理事会の決定は最終決定 

役員の選挙 

委員会 

第 14条 会費 

第 15条 会員身分の存続 

第 1節 期間 

第 2節 自動終結 

第 3節  会費不払いの終結 

第 4節 欠席の場合の終結 年度の半期間の例会

出席率 30%未満 

第 5節 他の原因による終結 

第 6節 会員身分の．の終結に提訴、調停または

仲裁を認める権利 

第 7節 理事会による最終決定 

第 8節 退会 

第 16条 地域社会、国家、および国際問題 

第 2節 支持の禁止 公職に対するいかなる候補

者も支持または推薦してはならない。 

第 3節 政治的主題の禁止 

第 17条 ロータリーの雑誌 

ロータリーの機関誌の購読義務 

第 18条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の

順守 

第 19条 仲裁及び調停 

第 20条 細則の採用 

第 21条 解釈の仕方 

第 22条 定款の改正 

関中央ロータリークラブ細則 

第 1条 定義 

1 理事会 



2 理事 

3 会員 

4 定足数 

5 RI 

6 年度 

第 2条 理事会 

理事会 15名で構成される 

第 3条 選挙と任務 

第 4条 役員の任務 

第 5条 会合 年次総会を 12月 31日までに開催

し次年度の理事役員と理事の選挙

を行う 

第 6条 入会金・会費 

第 7条 採決の方法 

第 8条 委員会 

第 9条 財務 

第 10条 会員選挙の方法 新入会員の推薦 

第 11条 規約の改正 

関中央ロータリークラブ内規 

これは条文ではなく箇条書きになっています。 

1 理事・役員の選考 

2 委員長・委員の選任 

3 会員候補者推薦者の規定 

4 旅費規程 

5 会長・バッヂの引継ぎ 

6 慶弔規定 

7 出席表彰規定 

8 謝礼 

9 ニコボックス規定 

10 IGM(インフォーマル・グループ・ミーテイング) 

11例会出席に関する規定 

12年会費及び入会金 

13例会として認める行事 

14上記以外その都度理事会で協議 

15改正の方法 

ロータリー財団に関する規約 

第 1条 寄付について 

第 2条 申請時期について 

第 3条 新会員の寄付について 

第 4条 退会について 

第 5条 不足金について 

第 6条 積立金の振り込みと会計 

以上、定款、細則、内規、ロータリー財団に関する

規約条文の見出しを紹介しました。 

続きましては 10月 1日に行いました弊社の来年度

新入社員の内定式で私が話したこと紹介いたしま

す。 

皆さん本日は内定式にお越しいただき大変ご苦労

様でございます。会社の方針については社長から

色々とお聞きになったことと思いますので私から

は、最近読み直した本で「幸せの神様に愛される生

き方」という本があります。著者は白駒妃登美さん

いう人ですが、その中にこんなことが書いてありま

した。それを紹介します。 

まず、日本型の経営が永続性に長けているという

ことで、創業二百年以上を迎えた企業を「二百年企

業」といいますが、世界には五千数百社あるといわ

れています。そのうちの三千数百社は日本の企業だ

そうです。およそ六割です。第二位はドイツで、約

八百社、中国は、九社、インドが三社で韓国はあり

ません。日本の経営がどれだけ永続性に富んでいる

かがわかります。 

ちなみに世界で一番古い企業はどこだか分かりま

すか。それは日本にあります。創業は西暦 578年、

千四百年以上を誇る金剛組という建設会社です。そ

の起源をたどると聖徳太子か日本最初の官寺である

四天王寺を創建する際に宮大工を集めたのですが、

その寺社造営のための職人集団が母体となって.生

まれたのが金剛組だったそうです。その他にも華道

の池坊、宮城県の秋保温泉のホテル佐勘など千年以

上続いている企業や団体が日本には 7つあります。

また、文化庁によれば、日本には神社が八万社ある

そうです。その中には創建時から「神宮」よばれた

のは三社だけだそうです。伊勢神宮のほかに千葉県

の香取神宮と茨城県の鹿島神宮の、三社だけだそう

です。そのうちの一社、鹿島神宮が東日本大震災で

被災し、御影石でできた大鳥居が倒壊しました。こ

れは大変、衝撃的なニュースでした。なぜなら鹿島

神宮は「日本国を守る武の神様」といわれていまし

たから、そこの鳥居が倒壊したということは、「つ



いに日本国の二千年以上に及ぶ長い歴史に終止符が

打たれるのか、日本崩壊か、と多くの人が嘆き心を

痛めたとのことでした。その鳥居がわずか 3年後の

平成 26年に再建されました。それは樹齢六百年を

超える杉の巨木が使われた、木製の大鳥居でした。

石の鳥居も重厚なイメージですが再建されたこの鳥

居もとても清々しくて素敵でありました。四本の杉

の木があまりにも立派だったので「この鳥居、一体

いくらかかったのでしょうか」と地元の方に訊いて

みると、「通常は 1本につき数千万円、それが 4本

ですから本来なら全体の材料費だけで億を下らなか

ったでしょうね」それはそうでしょうね。「でも本

来ならってどういうことですか」と尋ねると「実は

鹿島神宮は、日本で初めて植林されたという記録を

持つ場所なんですよ。古来、この地域には交通の便

が悪かったので、もしものことが起こり、木材が必

要になったときに、他の場所から運んでくるのは大

変だからと、万が一に備えて、植林をしたというの

です。今から千年以上前の話です。その木材を使っ

たので、材料費はゼロなんです。もちろん工場と神

宮の間の輸送費や製作費用は掛かりましたけど

ね」。 

私は魂がふるえました!未来に生きる私たちのこ

とを思い、千年に一度起きるかどうかわからない災

害のために、植林をしていてくれた先人がいた!さ

らに、彼らの思いが語り継がれていたことが素晴ら

しいと。もし、この伝承が途中で途切れてしまって

いたら、ご神域の木を切り倒して鳥居にすること

を、私たちは畏れ多いと感じ躊躇し、きっとできな

かっただろうと思います。先人たちの想いが継承さ

れてきたからこそ、大鳥居は再建され、これほど迅

速にできたのです。日本国を守る武の神様に託され

た、先人たちの叡智と深い愛。もしかしたら、震災

による鳥居の崩壊は、先人の思いを私たちに思い起

こさせ、さらなる未来に向けて、それを確かにする

ものだったのかもしれません。きっとこの伝承する

力が文化の本質なんでしょうね。 

地震では多くの人が嘆き悲しみましたが、その中

から本当に大切なものが浮かびあがってきました。

目に見えない先人たちの思い。それは言い換えれば

後世に生きる私たちに注がれた愛です。それを私た

ちは大切に、次の世代に継承しなければいけないと

思います。今の日本人に、何百年も先の人々のこと

を考えて、こうしようという視点はなかなか持てな

いかもしれません。でも素晴らしいですよね、千年

前の人たちの思いが、人々の精神的支柱を蘇らせ、

国家存亡ともいえる危機を救ったのですから。 

弊社も創業 63年を超えました。皆さんが中心と

なって来る 100周年に向け、新しい、文化を、歴史

を創ってくれることを確信しています。最後に私が

好きな詩を朗読して終わりにいたします。 

 

【青 春】 サムウェルマン作 

青春とは人生のある期間でなく、心の持ち方をい

う。ばらの面差し、紅の唇、しなやかな肢体ではな

く、たくましい意志、想像力、燃える情熱を指す。 

青春とは人生の深い泉の清新さをいう。 

 

青春とは怯懦を避ける勇気、安易を振り捨てる冒険

心を意味する。ときには、二十歳の青年よりも六十

歳の人に青春がある。年を重ねただけで人は老いな

い。理想を失うとき初めて老いる。歳月は皮膚にし

わを増すが、情熱を失えば心はしぼむ。苦悩・恐

怖・失望により気力は地に這い、精神は芥になる。 

 

六十歳であろうと十六歳であろうと人の胸には、驚

異に魅かれる心、幼子のような未知への探求心、人

生への興味の歓喜がある。 

 

君にも吾にも見えざる駅逓が心にある。人から神か

ら美・希望・喜悦・勇気・力の霊感を受ける限り君

は若い。 

 

霊感が絶え、精神が皮肉の雪に覆われ、悲嘆の氷に

とざされるとき、二十歳であろうと人は老いる。 

頭を高く上げ希望の波をとらえる限り、八十歳であ

ろうと人は青春にして己む。 

という話を内定式にしました。 

＊出席委員会 

会員数 30 名、本日の出席 20 名です。 



＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長、幹事 

 西田健一会員の本日の卓話、よろしくお願いしま

す。 

20 名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・ガバナー事務所より佐賀・長崎豪雨災害義援金ご

協力のお礼とご報告拝受 

＜次例会の案内＞ 

第 2051回 2021年 11月 13日（土） 

長良川流域連携クリーン作戦例会 

担当：環境保全委員会 


